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図書館だより  図 書 館 だ よ り  
■
付
加
年
金（
国
民
年
金
基
金
加

入
者
や
免
除
等
の
該
当
者
を
除
く
） 

　
定
額
保
険
料
に
プ
ラ
ス
し
て
、付

加
保
険
料
４
０
０
円
を
納
付
す
る

こ
と
に
よ
り
、次
の
式
で
計
算
さ
れ

た
額
を
老
齢
基
礎
年
金
に
加
算
し

て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

付
加
年
金
額（
年
額
）＝
２
０
０
円

×
付
加
保
険
料
納
付
月
数 

　
な
お
、付
加
年
金
額
は
、年
金
額

の
物
価
ス
ラ
イ
ド
が
行
わ
れ
た
場
合

で
も
改
定
さ
れ
ま
せ
ん
。 

■
寡
婦
年
金 

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

と
し
て
保
険
料
を
納
め
た
期
間（
免

除
を
受
け
た
期
間
を
含
む
）が
２５
年

以
上
あ
る
夫
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

妻
は
６０
歳
か
ら
６５
歳
に
な
る
ま
で
の

間
受
け
ら
れ
ま
す
。 

た
だ
し
、次
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。 

※
夫
と
の
間
に
婚
姻
関
係
が
１０
年

以
上
あ
る
こ
と 

※
夫
が
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
て
い
な
い
こ
と 

　
年
金
額
は
、夫
が
受
け
る
は
ず
だ

っ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４
分
の
３

で
す
。 

■
死
亡
一
時
金 

　
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た

期
間
と
、半
額
免
除
期
間
の
２
分
の

１
を
合
わ
せ
た
期
間
が
、３６
か
月（
３

年
）以
上
の
人
が
、老
齢
基
礎
年
金
・

障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も
受
け

ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、生
計
を

同
一
に
し
て
い
た
遺
族
が
受
け
ら
れ

ま
す（
付
加
保
険
料
を
３６
か
月
以
上

納
め
て
い
た
と
き
は
、８
５
０
０
円
が

加
算
さ
れ
ま
す
）。 

　
た
だ
し
、遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

ら
れ
る
と
き
は
、死
亡
一
時
金
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。 

 　

月
　
日
か
ら
の
年
金
電
話
相

談
は「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」 

 
０
５
７
０
―
0
5
―
１
１
６
５
 

（
年
金
請
求
な
ど
に
関
す
る
相
談
） 

 
０
５
７
０
―
0
7
―
１
１
６
５
 

（
年
金
を
受
け
て
い
る
方
の
相
談
） 

　「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」は
、お
客

様
か
ら
の
電
話
が
回
線
の
空
い
て
い

る
全
国
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
に
直

接
つ
な
が
り
ま
す
。 

﹇
通
話
料
金
に
つ
い
て
﹈ 

・
一
般
の
固
定
電
話
の
場
合 

　
市
内
通
話
料
金（
接
続
先
に
関

係
な
く
） 

・
携
帯
電
話
の
場
合 

　
全
額
発
信
者
負
担 

　
な
お
、電
話
機
の
設
定
、Ｐ
Ｈ
Ｓ
な

ど
電
話
機
に
よ
っ
て
ご
利
用
に
な
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
際
は
、

ほ
か
の
電
話
機
で
お
か
け
い
た
だ
く

か
、新
潟
西
社
会
保
険
事
務
所
に
年

金
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
受
付
時
間 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時 

　（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

　
電
話
に
よ
る
年
金
相
談
で
は
、相

談
者
の
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、年
金
手
帳
や
年
金
証
書
、

振
込
通
知
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、相
談
し
た
い
事
柄
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
メ
モ
し
て
お
く
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。 

 

不
審
な
電
話
や
ハ
ガ
キ
に
ご
注

意
く
だ
さ
い 

　
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
等
を

装
っ
た
不
審
な
電
話
や「
国
民
年
金

組
合
」「
国
民
年
金
セ
ン
タ
ー
」等
の

架
空
の
社
会
保
険
関
係
団
体
名
に

よ
る
文
書
等
に
よ
り
、年
金
受
給
者

や
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の
家
族
に
現

金
の
振
り
込
み
を
依
頼
し
た
り
、請

求
す
る
事
例
が
多
発
し
て
い
ま
す
。 

　
社
会
保
険
事
務
所
等
で
は
、指
定

口
座
に
現
金
の
振
り
込
み
を
依
頼

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
不
審
な
電
話
を
受
け
た
と
き
は

即
答
せ
ず
に
、相
手
の
所
属
、氏
名

等
を
確
認
し
、新
潟
西
社
会
保
険
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
 
０
２
５
―
２
２
５
―
３
０
０
１ 

     

佐
和
田
商
工
会  

 
５２
―
３
１
４
８ 

１６
日（
水
） 

受
付
　
午
後
１
時
３０
分
〜
３
時
３０
分 

両
津
商
工
会
　
 
２７
―
５
１
２
８ 

１７
日（
木
） 

受
付
　
午
前
９
時
〜
１１
時 

小
木
町
商
工
会
　
 
８６
―
２
２
１
６ 

１７
日（
木
） 

受
付
　
午
前
９
時
〜
１０
時
３０
分 

問
い
合
わ
せ
先 

市
民
課
　
国
民
年
金
係 

 
６３
―
５
１
１
２ 

各
支
所
市
民
課
　
国
民
年
金
担
当
係 

ま
た
は 

新
潟
西
社
会
保
険
事
務
所 

 
０
２
５
―
２
２
５
―
３
０
０
１ 

 

都
市
再
生
街
区
基
本
調
査
に
伴

う
現
況
調
査
を
実
施
し
ま
す 

　
国
土
交
通
省
で
は
、市
内
の
人

口
集
中
地
区
で
、地
籍
調
査
の
た

め
の
基
礎
調
査
で
あ
る「
都
市
再

生
街
区
基
本
調
査
」を
実
施
し
ま

す
。 

期
間
　
１０
月
下
旬
〜
平
成
１８
年
３

月
下
旬 

対
象
地
域
　
両
津
湊
、両
津
夷
、

両
津
夷
新
、両
津
福
浦
一
丁
目
、

両
津
福
浦
二
丁
目
、春
日
、加
茂

歌
代
の一
部
、梅
津
の
一
部 

作
業
内
容
　
現
地
踏
査 

（
公
共
基

準
点
お
よ
び
官
民
境
界
杭
等
の

状
況
を
調
査 

） 

問
い
合
わ
せ
先 

　
都
市
再
生
機
構
東
日
本
支
社 

　
都
市
再
生
企
画
部 

　
　
０３
―
５
３
２
３
―
２
４
２
７

市
役
所
建
設
課 

　
都
市
計
画
係 

　
　
６３
―
５
１
１
８ 
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31

１１
月
定
例
社
会
保
険
事
務
 

相
談
所
（
年
金
相
談
等
）
の
 

開
設
に
つ
い
て
 

 社
会
福
祉
法
人
佐
渡
国
仲
福
祉
会
職
員
募
集 

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
や
は
た
の
里
」、身
体
障
害
者
療
護
施
設「
は

ま
な
す
の
家
」の
正
規
職
員
を
募
集
し
ま
す
。 

職
種
／
看
護
師
　
募
集
人
数
／
若
干
名 

受
験
資
格
／
・
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
者
・
年
齢
４５
歳
ま
で 

受
付
・
試
験
／
や
は
た
の
里
で
随
時
受
付
け
、後
日
、試
験
日
時
を
連
絡 

採
用
／
採
用
日
は
相
談
の
上
、決
定 

問
い
合
わ
せ
先
／
社
会
福
祉
法
人
佐
渡
国
仲
福
祉
会
　
 
５１
―
１
２
０
０ 

※
臨
時
看
護
師
・
准
看
護
師
も
あ
わ
せ
て
募
集
し
て
い
ま
す
。 


